
　ここ数カ月、ソーシャルネットワーキングサービス

（以下、SNS）への関心が高まっている。LinkedInや

FacebookといったSNSの運営会社が相次いで上場を果

たした1）ことで、これらに代表される「ソーシャルメディ

ア」というサービスへの期待が改めて高まりつつある。

　ソーシャルメディアとは、インターネットの利用者同

士がネットワーク上でプロフィールを公開し、会員間で

交流する巨大なコミュニティサイトである。Facebook

は全世界で8億人の利用者を獲得しており、先行して

2010年に普及が始まったツイッターも1億人以上の利

用者がいるという。

　日本でもスマートフォンの普及拡大とともに携帯事業

者がTwitterやFacebookを活用したサービスを提供し

始めた2）こともあり、これらを日常的に利用する消費者

が増えている。そのため、企業にとっても従来のウェブ

サイトや電子メールを介したコミュニケーションと並ぶ

新たな顧客チャネルとしてソーシャルメディアが有望視

され、主に消費財メーカーや流通・飲食業界などから積

極的にその活用が始まっている。

　これまでのところ、金融業界はこれらの業界と比べて

ソーシャルメディアをあまり積極的に活用してこなかっ

た。その背景には、自主規制の存在がある。

　米国証券業界の自主規制機関FINRAは、2010年1

月に証券会社がソーシャルメディアを活用する際の自

主規制ガイドラインを発表した。そこでは、Twitterや

Facebookを介して金融機関が消費者とコミュニケー

ションを取る場合でも、原則として従来からの自主規制

が適用されるとの方針が示されている（図表1）。

　ソーシャルメディアは従来のウェブサイトのような

静的なコンテンツと比較してインタラクティブ性が高

く、これまでのような記録保存が難しい。また、特に

Twitterに関しては1回の発言は140文字以内に収める

必要があるため、金融商品に関する情報発信の際に必要

となる免責条項（Disclaimer）の表示にも制約がある。

　そのため、米国の多くの企業でもFINRAの規制に適

合しないリスクを回避するために、従業員のソーシャル

メディア利用を禁止したり、発信内容をCM紹介やチャ

リティイベントの紹介などの“無難な”内容に絞ってき

たりしたのが実情だ。

　しかし2011年夏ごろから、FINRAの自主規制ガ
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金融業界におけるソーシャルメディアの活用では、自主規制の存在を考慮する必要がある。今後、
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図表1　FINRAによる自主規制ガイドラインの骨子

Recordkeeping	Responsibilities（記録保存義務）

• ソーシャルメディアを介したコミュニケーションであっても、会話の
内容を記録・保存する必要がある

Suitability	Responsibilities（適合性担保の責任）

• ソーシャルメディアを介して推奨を行う場合も、推奨する相手のリス
ク耐性、投資目的等に適合することを確認する必要がある

Types	of	Interactive	Electronic	Forums
（ソーシャルメディアと従来の電子会議との関係）

• ブログの更新は広告とみなされ、事前の監督・承認が必要
• インタラクティブなリアルタイムコミュニケーションは事前の承認は
不要だが、組織の監督は必要

Supervision	of	Social	Media	Sites
（ソーシャルメディアサイトの監督）

• 企業および企業に属する従業員のソーシャルメディア上でのインタラ
クティブな対話も監督する必要がある

（出所）FINRA「Regulatory Notice 10-06」より野村総合研究所作成

野村総合研究所　金融ITイノベーション研究部
©2012 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 10



Message

Writer's Profile

NOTE
1） ビジネスSNS最大手の「LinkedIn」は2011年5月

19日にニューヨーク証券取引所に上場。世界最大の
SNS「Facebook」は2012年2月1日に米証券取引
委員会（SEC）に新規株式公開（IPO）を申請した（上
場先は未定）。

2） NTTドコモはTwitter社との戦略的提携を発表し、
i-mode検索の対象にTwitterのつぶやきを含めるサー
ビスを開始。KDDI（au）はFacebookとの協力関係構
築を発表し、電話帳アプリケーションとFacebookとの
連携機能などを公開。（いずれも2011年5月に発表）

イドラインを前提としながらも積極的にソーシャルメ

ディアを活用する米国の金融機関が出てきた。Morgan 

Stanley Smith Barneyは、2011年6月からTwitter、

LinkedInの利用を同社の1万8千人のアドバイザーに順

次許可することを発表した。他にもLPL Financial、

Commonwealth Financial Networkなどの金融機関が

従業員のソーシャルメディア利用を開始している。

　これら先進企業がFINRAの規制を守りながら大規模

なソーシャルメディアの活用に乗り出すことができたの

は、米国で登場しはじめた「リスニング・プラットフォー

ム」と呼ばれるサービスの登場によるところが大きい。

リスニング・プラットフォームとは、ソーシャルメディ

ア上での会話を取り出して企業が蓄積・分析するサービ

スであり、米国では2010年ごろからテキスト・マイニ

ング技術を持つ企業やソーシャルメディアの分析を手掛

けるベンチャー企業などが製品を投入し始めた分野だ。

　リスニング・プラットフォームを利用することによっ

て、金融機関は自社の社員の発言を公開される前に捉

え、上長や監督部門の承認を経た上でソーシャルメディ

アに投稿させることができる。例えば、ある証券アドバ

イザーが市況についてのつぶやきを投稿するとその内容

が上長に送られ、内容的に問題がなく「発信してよい」

と承認されればTwitterやFacebookに投稿され、消費

者とシェア（共有）される。その結果、金融機関は組織

としての監督義務を果たしつつ社員のソーシャルメディ

アの利用を実現できるようになった。さらに、消費者か

らの返信や質問などもデータベースに蓄積し、会話の保

存義務に対応しながら、キャンペーンの成果や顧客の満

足度の推移などの効果測定も可能になる（図表2）。

　リスニング・プラットフォームは、ソーシャルメディ

アを活用しようとする金融機関にとって不可欠なもので

ある。米国の先進企業はこれによって、顧客リレーショ

ンの付加価値向上や満足度向上を目指す方向に向かって

いる。この動きは、ソーシャルメディアの活用方法を模

索する日本の金融機関にとっても参考になろう。
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図表2　リスニング・プラットフォームサービスによる投稿監査・ファイリングの実現イメージ

（出所）野村総合研究所
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